
●再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指導要綱：手続きフロー再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指導要綱：手続きフロー再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指導要綱：手続きフロー再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指導要綱：手続きフロー

事業区域が1,000㎡未満 要綱の適用は受けませんが、趣旨を踏ま

えて事業の実施に努めてください。

事業区域が1,000㎡以上、

3,000㎡未満

沼田市地域開発事業指導要綱の適用とな

事業区域が3,000㎡以上 ります。

、50,000㎡未満 ※１ｈａを超える森林計画の対象林内での開発行為

は林地開発許可申請も適用となります。

事業区域が50,000㎡以上 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関

する条例の適用となります。

①近隣関係者等への説明

事業者は、当該行政区、近隣関係者へ事前に説明会を開催し、事業の計画等を周知

し、理解を得てください。

事業者は【事業届出書】に関係する図書を添付して市へ届出

②市へ事業の事前協議

事業者は、事業を施行しようとするときは、あらかじめ、事業届出書に関係する図書

を添付したものを届け出、市と協議を行ってください。

協議終了後、市から【協議終了通知書】を送付

③事業着手・完了報告

事業者は、市との協議が終了した後、届出を行い事業に着手してください。事業完了

後は速やかにを届出をしてください。市は、事業完了の現地確認を行います。

その他

・事業者は、事業の施行にあたっては、関係法令及び要綱を遵守し、自然、景観、生活

環境との調和に十分に配慮し、当該行政区、近隣関係者と良好な関係を保ちながら事

業を行ってください。事故や紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもって

解決し、再発防止のための措置を講じてください

・事業者は、再生可能エネルギー発電事業を中止、又は終了する際は、発電設備を撤去

し、適切に処理してください。


